
 

『
新
年 

明
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
す
』 

 

穏
や
か
な
卯
年
と
な
り

ま
す
よ
う
に
。
今
年
も
宜
し

く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

１２
月
市
議
会 

出
席
停
止
処
分
‼ 

今
議
会
で
最
も
シ
ョ
ッ
ク
な

こ
と
で
し
た
。 

青
木
議
員
に
４
日
の
出
席
停

止
処
分
が
決
議
さ
れ
ま
し

た
。 

奈
良
地
方
裁
判
所
に
司
法
判

断
を
訴
え
て
い
ま
す
。 

地
方
議
会
の
多
数
派
の
横
暴

で
す
。 

 

・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
・
中

止
・延
期
を
求
め
る
意
見
書 

反
対
多
数
で
否
決 

・
喫
煙
所
の
撤
去
を
求
め
る
請

願
書 

 

反
対
多
数
で
否
決 

・
議
員
は
、
市
民
に
説
明
を
お

こ
な
う
こ
と
を
求
め
る
請
願

書 
 
 

反
対
多
数
で
否
決 

 

個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例 

 

【反
対
理
由
】 

令
和
５
年
４
月
Ⅰ
日
か
ら
実

施
さ
れ
ま
す
。
最
大
の
問
題
は
、

個
人
情
報
の
保
護
と
い
う
観
点

が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
よ

う
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
個

人
情
報
保
護
法
制
に
は
、２
０
１

５
、１
６
年
の
法
改
悪
で
、匿
名
加

工
な
ど
を
す
れ
ば
、
個
人
情
報

を
本
人
の
同
意
な
く
第
三
者
に

提
供
で
き
る
制
度
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
自
治
体
の
判
断

も
狭
め
ら
れ
地
方
自
治
の
点
で

も
反
対
で
す
。
ま
た
生
協
や

病
院
で
の
情
報
混
乱
や
漏
洩

も
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
個
人
情

報
保
護
を
し
っ
か
り
管
理
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

主
な
補
正
予
算 

・
上
の
子
が
い
く
つ
で
も
第
２
子

以
降
の
保
育
料
が
完
全
無
料
に

な
り
ま
す
。 

・
国
の
出
産
、
子
育
て
に
合
わ
せ

て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
各
５
万
円

令
和
４
年
１
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。 

 

（代
表
質
問
） 

●
自
衛
隊
へ
の
適
年
齢
者
名

簿
の
提
供
に
つ
い
て 

 

問
、令
和
５
年
４
月
か
ら
個
人

情
報
保
護
法
が
施
行
さ
れ
る

が
、市
は
、
自
衛
隊
が
求
め
る

18
才
、
22
才
の
個
人
情
報
を

提
供
し
て
い
る
の
か
？（
市
民

環
境
部
長
）平
成
17
年
個
人

情
報
審
査
会
に
答
申
し
た
記

録
が
あ
る
。
そ
れ
以
降
も
実
施

確
認
で
き
る
。 

 

問 

提
供
根
拠
は
何
か
？ 

答 

（
市
民
環
境
部
長
） 

自
衛
隊
法 

条
、総
務
省
通
達

を
根
拠
に
し
て
い
る 

 

 

      

問 

法
や
通
達
は
、具
体
的
に

提
供
行
為
を
さ
し
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
自
治
体
で
も
判
断

が
違
う
。
知
ら
せ
る
事
も
な
く
、

申
し
出
も
で
き
な
い
の
は
、
市

の
姿
勢
と
し
て
良
く
な
い
。
現

状
を
市
民
や
本
人
に
知
ら
せ

申
し
出
が
あ
れ
ば
提
供
を
止

め
る
事
が
で
き
る
の
で
は
。 

答 

（
市
民
環
境
部
長
） 

今
後
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

●
香
芝
市
「
公
立
幼
稚
園
及

び
公
立
保
育
所
の
再
編
等
の

基
本
方
針
」に
つ
い
て 

 

問 

同
基
本
方
針
は
、施
設
の

老
朽
化
等
の
理
由
か
ら
、民
営

化
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、公
立

保
育
所
や
幼
稚
園
の
位
置
づ

け
や
基
準
は
、
ど
う
な
の
か
。 

答 

（
教
育
部
次
長
） 

公
立
保
育
所
や
幼
稚
園
は
、

困
難
を
有
す
る
子
ど
も
達
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
的
な
役

割
と
し
て
必
要
と
考
え
る
。 

卯年の年は、景気が
良くなる年だよ 

日
本
共
産
党
・
香
芝
市
議
会
議
員 

中
井
ま
さ
と
も
便
り 
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(
表
面
の
つ
づ
き) 

問 
学
校
統
廃
合
と
同
じ
よ

う
に
機
械
的
に
子
ど
も
の
数

に
合
わ
せ
て
統
廃
合
す
る
の

で
な
く
、
地
域
の
実
情
や
声
に

合
わ
せ
る
べ
き
で
は
。 

答 

（
教
育
部
次
長
） 

保
護
者
の
方
々
や
地
域
住
民

の
皆
さ
ま
に
理
解
を
頂
い
た

所
か
ら
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。 

 

問 

何
故
、
民
営
化
進
め
る
の

か
。 

答 

（
教
育
部
次
長
） 

民
営
化
す
る
事
で
、運
営
費
を

国
・
県
か
ら
の
補
助
で
賄
う
こ

と
に
よ
り
市
の
負
担
が
減
り
、

余
剰
金
を
他
の
子
育
て
サ
ー

ビ
ス
に
利
用
で
き
る
。
今
後
公

立
保
育
所
・
幼
稚
園
の
全
廃
化

を
考
え
て
い
る
。 

 

●
緑
の
基
本
計
画
に
つ
い
て 

 

問 

み
ど
り
の
空
間
の
充
実
と

考
え
ら
れ
る
Ｊ
Ｒ
五
位
堂
駅

南
の
ロ
ー
タ
リ
ー
の
雑
草
や

落
ち
葉
の
駆
除
、南
口
進
入

路
の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
や
ト
ン
ネ

ル
ブ
ロ
ッ
ク
を
お
お
う
雑
草
の

駆
除
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
。 

答 

（
都
市
創
造
部
長
） 

ロ
ー
タ
リ
ー
は
シ
ル
バ
ー
人

材
に
委
託
し
。
進
入
路
の
雑
草

は
、年
２
回
自
治
会
の
清
掃
時

に
、
お
願
い
し
て
い
る
。 

 
問 
ロ
ー
タ
リ
ー
に
花
を
植
え

る
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

場
に
で
き
な
い
か
。
ま
た
進
入

路
の
雑
草
が
ひ
ど
い
と
き
は
、

ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
。 

 

答 

（
都
市
創
造
部
長
） 

市
民
活
動
の
場
と
し
て
申
請

さ
れ
れ
ば
場
の
提
供
許
可
す

る
事
が
で
き
る
。
道
路
の
雑
草

が
ひ
ど
い
と
き
は
、
道
路
公
園

課
に
申
し
出
て
い
た
だ
け
れ

ば
市
が
対
応
す
る
。 

 

問 

公
園
で
子
ど
も
の
ボ
ー
ル

遊
び
や
ペ
ッ
ト
等
の
散
歩
は
、

で
き
な
い
の
か
。 

答 

（
都
市
創
造
部
長
） 

公
園
の
マ
ナ
ー
は
、管
理
す
る

自
治
会
等
で
の
協
議
で
決
め

ら
れ
合
意
が
あ
れ
ば
、可
能
。 

 

安
保
３
文
書
改
定
っ
て
な
に 

問
わ
れ
る
憲
法
と
の
整
合
性 

 

昨
年
始
ま
っ
た
「
安
保
３
文

書
」
改
定
に
関
す
る
与
党
協

議
は
、「
反
撃
能
力
」
＝
敵
基

地
攻
撃
能
力
の
保
有
と
そ
の

発
動
要
件
、大
軍
拡
の
財
源

な
ど
が
焦
点
で
す
。 

 

政
府
・
自
民
党
は
「
敵
基
地

攻
撃
」
を
め
ぐ
り
、「
指
揮
統

制
機
能
」
を
対
象
に
含
む
考

え
を
示
し
て
い
ま
す
。
同
機
能

は
日
本
で
い
え
ば
総
理
官
邸

や
防
衛
省
本
省
な
ど
に
あ
た

り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
へ
の
攻

撃
が
な
く
て
も
、
安
保
法
制
に

基
づ
く
「
存
立
危
機
事
態
」の

要
件
を
満
た
せ
ば
、米
軍
な

ど
へ
の
「
攻
撃
着
手
」で
武
力

攻
撃
は
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
相
手
国
か
ら
見
れ
ば

先
制
攻
撃
と
な
り
、全
面
戦

争
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。 

 

歴
代
政
権
は
敵
基
地
攻
撃

能
力
の
保
有
に
つ
い
て
「
平
生

か
ら
他
国
を
攻
撃
す
る
、攻
撃

的
な
脅
威
を
与
え
る
よ
う
な

兵
器
を
持
つ
こ
と
は
憲
法
の

趣
旨
で
は
な
い
」（
１
９
５
９
年
、

伊
能
繁
次
郎
防
衛
庁
長
官
）

と
す
る
見
解
を
維
持
し
て
い

ま
す
。
仮
に
「
反
撃
能
力
」
と

称
し
て
も
、
先
制
攻
撃
に
つ
な

が
る
運
用
に
踏
み
込
め
ば
、憲

法
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る

こ
と
は
必
至
で
す
。 

 

軍
拡
を
め
ぐ
っ
て
も
歴
代
政

権
は
「
軍
事
大
国
に
な
ら
な

い
」こ
と
を
国
防
の
基
本
方
針

に
し
、軍
事
費
の
目
安
を
国
内

総
生
産（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）比
１
％
と
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
民

党
は
昨
年
の
総
選
挙
で
「
Ｇ
Ｄ

Ｐ
比
２
％
へ
の
増
額
」
を
公
約

に
盛
り
込
み
、ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
「
追
い

風
」
に
大
軍
拡
へ
突
き
進
も
う

と
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
際
、財
源
を
め
ぐ
っ
て

は
「
つ
な
ぎ
国
債
」
発
行
や
法

人
税
増
税
な
ど
が
浮
上
。
し

か
し
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
２
％
を
実
行

す
る
に
は
、
現
行
か
ら
年
間
約

５
兆
円
の
大
軍
拡
が
必
要
で
、

最
終
的
に
は
消
費
税
な
ど
の

大
増
税
や
社
会
保
障
の
削
減

に
つ
な
が
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ま
せ
ん
。  

（
斎
藤
和
紀
） 

 

戦争 
より 

平和 


